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＜ごあいさつ＞ 

 今年も梅雨の時期がやってきました。梅雨明けまで

は、ぐずついた天気が続くようになります。交通事故

も増加する季節なので、お車の運転の際には、いつも

以上にご注意下さい。 

 

＜相続税の対策について＞ 

現在の相続税の基礎控除は、『３，０００万円＋６

００万円×法定相続人数』となっております。こちら

は、相続税の改正に伴い、平成２６年１２月末日以前

よりも６割に引き下げられています。そのため、平成

２７年１月１日以降は、相続税の申告対象者が改正前

の４％程度から倍の８％程度に増加しています。 

また、相続税の改正が発表された時期から、相続の

ご相談件数も増えております。なお、相談内容も相談

者によって本当に様々です。その中で、相続対策のご

相談をお受けしますが、まず相続財産を把握し、リス

トを作成する必要があります。 

対策案としては、①生前贈与で相続財産を減らす、

②生命保険に加入する、③死亡退職金等を準備する、

④有効活用できる不動産を購入する、⑤生前にお墓・

仏壇などを購入する、などが考えられます。 

① 生前贈与の活用のメリットは、年間１１０万円まで

は非課税で贈与することができることです。ただし、

相続３年以内の贈与は相続財産に含めます。 

② 生命保険の活用のメリットは、死亡保険金の内、 

『５００万円×法定相続人数』が非課税となることで

す。ただし、保険に加入することが難しいケースもあ

りますので、早期に検討する必要があります。 

③ 死亡退職金等の準備のメリットは、被相続人の死亡

後 3 年以内に支給が確定した退職金等の内、『５００

万円×法定相続人数』が非課税となることです。また、

弔慰金等は非課税となります。 

④不動産を購入するメリットは、評価を下げることが

できることです。なお、建物は固定資産税評価額で、

土地は路線価方式又は倍率方式で計算します。 

⑤ お墓・仏壇などは非課税財産のため、なるべくであ

れば、生前に準備しておく方が良いと思います。 

また、建物等の修繕や不用品整理等も有効です。 

 

皆様方も、ご自身・ご家族の相続について、今一度

家族間で考えられてみてはいかがでしょうか？ 

 

＜６月・７月の税金・労務関係＞ 

① ４月決算の確定申告・１０月決算の中間申告 

② 個人住民税の納期限は 6・8・10・1 月の末日 

③ 源泉所得税（納特）の納付・・・７月１０日まで 

④ 所得税の予定納税の通知…納期限は 7・11 月末日 

⑤ 固定資産税の納付（第２期分）…7 月末日 

⑥ 算定基礎届の提出・・・７月１０日まで 

⑦ 労働保険の年度更新・・・７月１０日まで 

 

＜若松家の出来事＞ 

現在、長男（年長）、次男（年中）、長女（１才）の

３児の父親として育児に奮闘しております。 

長男と次男は、スイミングと体操教室に通っていま

す。春から何かもう一つと考えていましたが、長男の

希望もあり５月より公文（国語と算数）に通い始めま

した。本人は、勉強ができることが嬉しいようで、今

のところ楽しく頑張っています。また、宿題があるの

ですが、平日は妻が休日は私が付き添います。内容は

まだまだ簡単ですが、依然と比べて字が上手くなった

かなと感じます。なお、次男は、あまり興味がないよ

うなので、来年以降考えたいと思います。 

長女は、トイレトレーニングが順調で、まだまだ声

かけが必要ですが、オムツを変える回数がかなり減り

ました。このまま頑張って欲しいですね。 

今後も、諸先輩方には、子育て等色々と 

ご指導頂いただければ幸いです。 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

ご質問等ございましたら、 

電話・メール・ＦＡＸにて 

お気軽にご連絡下さい。 

若松大介税理士事務所 

下関市南部町２－７－２Ｆ 

（弁護士法人ラグーン本店２階） 

電 話：083-234-1448 

ＦＡＸ：083-234-1449 

E-mail： info@wakamatsu-office.com 

 ＨＰ：www.wakamatsu-office.com 

http://www.wakamatsu-office.com/

